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L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内】

市町村境界・海岸区分
港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」



41

L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内：釧路市(音別)】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

3.39m

【35】

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：35】
十勝沖・釧路沖の地震津波による、

市町村界で区分し、東側市町村界そばの海岸の３．4ｍを設計津波水位とする。

浦
幌
町

釧路市
（音別）

白
糠
町
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L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内：白糠町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

3.70m

【36】

白糠漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：36】
1952年十勝沖地震津波による、

市町村界で区分し、白糠漁港西側の海岸で、住居のある３．７ｍを設計津波水位とする。

浦
幌
町

白糠町

釧
路
市
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L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内：釧路市】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

3.24m

【37】 【38】 【39】

4.23m
3.40m

釧路港

千代ノ浦漁港

桂恋漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：37】
1952年十勝沖地震津波による、

釧路港西港区の西側の３．４ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：38】
1952年十勝沖地震津波による、

千代ノ浦漁港西側の４.3ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：39】
1952年十勝沖地震津波による、

東側市町村界そばの海岸３．3ｍを設計津波水位とする。

白
糠
町

釧路市

釧
路
町
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L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内：釧路町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

6.00m

3.84m

4.58m

【40】

【41】

【42】

昆布森漁港

老者舞漁港

仙鳳趾漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：40】
十勝沖・釧路沖の地震津波による、
昆布盛漁港東側海岸の３．9ｍを設計津波
水位とする。

【地域海岸区分：41】
1952年十勝沖地震津波による、
老者舞漁港東側海岸の６．０ｍを設計津波
水位とする。

【地域海岸区分：42】
1952年十勝沖地震津波による、
仙鳳趾漁港南側の４．6ｍを設計津波
水位とする。

釧
路
市

釧路町

厚岸町
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L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内：厚岸町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

1.58m

3.40m

5.68m

7.69m

5.25m

4.24m

【43】 【44】
【45】 【46】

【47】 【48】

仙鳳趾漁港

厚岸漁港

床潭漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：44】
1960年チリ地震津波による、
湖として区分し、１．6ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：4３】
1960年チリ地震津波による、
門静地区の４．3ｍを設計津波水位と
する。

【地域海岸区分：45】
1960年チリ地震津波による、
厚岸漁港南側の海岸で３．４ｍを
設計津波水位とする。

【地域海岸区分：46】
1952年十勝沖地震津波による、
岬地形から区分し、５．7ｍ
を設計津波水位とする。

【地域海岸区分：47】
1952年十勝沖地震津波による、
住居の有無と岬地形から区分し、
７．7ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：48】
1952年十勝沖地震津波による、
岬地形から区分し、５．3ｍを
設計津波水位とする。

釧路町

厚岸町

浜
中
町
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L1津波 壁立計算結果【釧路総合振興局管内：浜中町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

6.74m

4.98m

7.9m

5.1m

6.93m

8.66m

6.82m

【48】 【49】 【50】 【51】 【52】 【53】 【54】 【55】

散布(藻散布)漁港

散布(火散布)漁港

散布(渡散布)漁港

琵琶瀬漁港

霧多布港

榊町漁港

奔幌戸漁港

貰人漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：49】
1973年根室半島沖震津波による、
火散布漁港東側海岸の６．8ｍを
設計津波水位とする。

【地域海岸区分：50】
浸水域の連続性を考慮し、
地域海岸51の設計津波水位
５．１ｍに合わせる。

【地域海岸区分：5１】
1973年根室半島沖地震津波による、
岬地形から区分し、７．９ｍを
設計津波水位とする。

【地域海岸区分：52】
1973年根室半島沖地震津波による、
榊町漁港東部の海岸の５．１ｍを設
計津波水位とする。

【地域海岸区分：53】
1973年根室半島沖地震津波による、
幌戸漁港東側の7.0ｍを設計津波水位
とする。

【地域海岸区分：54】
1973年根室半島沖地震津波による、
賞人漁港西側の海岸の８．7ｍを設計
津波水位とする。

【地域海岸区分：55】
1973年根室半島沖地震津波による、
中央の海岸の６．9ｍを設計津波水位
とする。

厚
岸
町

浜中町

根
室
市
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L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内】

市町村境界・海岸区分
港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

根室市

別海町

標津町
羅臼町

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」
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L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内：根室市１】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

4.26m

6.94m

【56】 【57】 【58】

落石漁港

落石(浜松)漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：56】
1973年根室半島沖地震津波による、
西側湾の変化点で区分し、東側海岸の7.0ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：57】
1973年根室半島沖地震津波による、
西側海岸の４．3ｍを設計津波水位とする。

浜
中
町

根室市
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L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内：根室市２】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

6.35m

7.14m

【58】 【59】

落石漁港

落石(浜松)漁港

昆布盛漁港

根室（花咲）港

友知漁港 沖根婦漁港

歯舞漁港

歯舞（珸瑤瑁）漁港

歯舞（温根元）漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：58】
根室沖・釧路沖の地震津波による、
根室（花咲港区）港の西側海岸
で、６．4ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：59】
根室沖・釧路沖の地震津波による、
岬地形で区分し、歯舞漁港西側海岸の７．2ｍ
を設計津波水位とする。

根室市



50

L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内：根室市３】
港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

4.60m

3.51m

4.34m

【60】【61】【62】

歯舞（温根元）漁港

トーサムポロ漁港

根室港

幌茂尻漁港

幌茂尻(温根沼)漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：62】
1994年北海道東方沖地震津波による、幌茂尻漁港（温根
沼）東側の４．６ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：61】
1994年北海道東方沖地震津波による、根室（根室港区）港西側の海岸の３．6ｍを設計津波
水位とする。

【地域海岸区分：60】
1994年北海道東方沖地震津波による、中央の海岸の４．4ｍを設計津
波水位とする。

根室市
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L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内：別海町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

5.44m

3.45m

【63】 【64】 【65】

別海漁港

床丹漁港

尾岱沼漁港

3.93m

ネイチャーセンター

走古丹漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：6３】
1994年北海道東方沖地震津波による、市町村界と岬地形から区分し、床丹漁港西側
の海岸の５．5ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：64】
1994年北海道東方沖地震津波による、市町村界と岬地形から区分し、尾岱湯漁
港北側の海岸の３．５ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：65】
1994年北海道東方沖地震津波による、岬地
形から区分し、標津漁港南側の海岸の4.0ｍ
を設計津波水位とする。

別海町

根
室
市

標
津
町
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L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内：標津町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

【65】 【66】

標津漁港

薫別漁港

峯浜漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：65】
1994年北海道東方沖地震津波による、岬地形から区分し、標津漁港南側の海岸の4.0ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：66】
1994年北海道東方沖地震津波による、水位
の変動量が小さく、岬地形で区分し、峰浜漁
港北側の２．3ｍを設計津波水位とする。

2.29m

標津町 羅
臼
町
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L1津波 壁立計算結果【根室振興局管内：羅臼町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.29m

【66】

峯浜漁港

於尋麻布漁港

松法漁港

羅臼漁港

オッカバケ漁港

知円別漁港

相泊漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：66】
1994年北海道東方沖地震津波による、水位の変動量が小さく、岬地形で区分し、峰浜漁港北側の２．3ｍを設計津波水位とする。

羅臼町

斜里町

標津町


